
東京大学における軍事研究の禁止について 

 

学術における軍事研究の禁止は、政府見解にも示されているような第二次世

界大戦の惨禍への反省を踏まえて、東京大学の評議会での総長発言を通じて引

き継がれてきた、東京大学の教育研究のもっとも重要な基本原則の一つである。

この原理は、「世界の公共性に奉仕する大学」たらんことを目指す東京大学憲章

によっても裏打ちされている。 

 日本国民の安心と安全に、東京大学も大きな責任を持つことは言うまでもな

い。そして、その責任は、何よりも、世界の知との自由闊達な交流を通じた学術

の発展によってこそ達成しうるものである。軍事研究がそうした開かれた自由

な知の交流の障害となることは回避されるべきである。 

 軍事研究の意味合いは曖昧であり、防御目的であれば許容されるべきである

という考え方や、攻撃目的と防御目的との区別は困難であるとの考え方もあり

うる。また、過去の評議会での議論でも出されているように、学問研究はその扱

い方によって平和目的にも軍事目的にも利用される可能性（両義性：デュアル・

ユース）が、本質的に存在する。実際に、現代において、東京大学での研究成果

について、デュアル・ユースの可能性は高まっていると考えられる。 

 このような状況を考慮すれば、東京大学における軍事研究の禁止の原則につ

いて一般的に論じるだけでなく、世界の知との自由闊達な交流こそがもっとも

国民の安心と安全に寄与しうるという基本認識を前提とし、そのために研究成

果の公開性が大学の学術の根幹をなすことを踏まえつつ、具体的な個々の場面

での適切なデュアル・ユースのあり方を丁寧に議論し対応していくことが必要

であると考える。 
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